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な
が
は
ま
見
聞
録 【発熱などの症状がある場合の受診の流れ】

毎月第２土曜日は市民献血デーです。献血へのご協力をお願いします。12月12日(土)西友長浜楽市店10時～ 11時45分、
13時～ 15時30分　詳しくは滋賀県赤十字献血センターホームページまで。問健康企画課 ☎６５－７７７９

発熱などの風邪の症状があるときは、かかりつけ医に電話で相談を

発熱、せき などの症状

問 健康推進課 ☎６５－７７５９

　新型コロナウイルス感染症の初期症状は、風邪やインフルエンザなど他の疾病と見分けにくいことから、受診が必
要な場合は、直接医療機関には行かず、まずは地域のかかりつけ医など身近な医療機関に電話等で相談しましょう。
　相談した医療機関での診療が難しい場合は、診療可能な医療機関を紹介します。診察後、医師が必要と判断し
た場合は新型コロナウイルスの検査を受けることになります。

症状がなくても心配な人は下記までお問い合わせください。
【滋賀県一般電話相談窓口】（毎日８時30分～ 17時15分）
☎０７７－５２８－３６３７　FAX ０７７－５２８－４８６５　  corona-soudan@pref.shiga.lg.jp

市民の皆さんへのお願い ～不当な差別や偏見をなくしましょう～
　新型コロナウイルス感染症に関連して、感染者・濃厚接触者・
医療従事者等に対する誤解や偏見に基づく差別を行うことは
あってはなりません。
　公的機関の提供する正確な情報を入手し、冷静な行動をお願
いします。
　また、法務省の人権擁護機関では、新型コロナウイルス感染症
に関連する不当な差別、いじめ等に遭った人からの人権相談を
受け付けています。
　困ったときは、一人で悩まず相談してください。

風邪？ インフルエンザ？ 新型コロナウイルス？

受診する際は、マスク着用、咳エチケット、手指消毒等の徹底をお願いします。

まずは、電話相談を
　　電話の際に伝えること
□どんな症状があるか(発熱、咳、倦怠感など)
□いつから症状があるか
□発熱がある場合は体温
□既往歴　など

かかりつけ医など
地域の医療機関

⃝休日急患診療所

⃝救急病院(外来)
※�新型コロナに限らず重症
の場合に対応

来院時間や来院方
法などを指定される
ことがあります。

診療・検査医療機関を受診(医師の診察により、必要な検査を行います)

滋賀県受診・相談センター (毎日24時間)
☎�０７７－５２８－３６２１
FAX ０７７－５２８－４８６５
�s-support@office.email.ne.jp

診療・検査が
休日・夜間に症状がつらい時 相談医療機関に迷う場合

電話相談

受 診

電話相談

案内

休日
・

夜間

可能 不可

紹介
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４
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付
期
間
】

〇
市
内
業
者(

市
内
本
店
・
市
内
営
業
所)

　
１
月
４
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・
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７
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付
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付
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２
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３
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①
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。

② 

市
外
業
者
で
現
有
資
格
者
の
う
ち
、
希

望
業
種
等
の
変
更
を
希
望
す
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③
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複
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て
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し
て

く
だ
さ
い
。 人権に関する相談窓口

みんなの人権１１０番(平日８時30 ～17時15分)
　☎０５７０－００３－１１０
子どもの人権１１０番(平日８時30 ～17時15分)
　☎０１２０－００７－１１０
新型コロナ人権相談ホットライン
(月～水・金10時～12時、13時～16時)
　☎ FAX０７７－５２３－７７００


